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津北部第１７－２処理分区公共下水道実施設計等（詳細）業務委託設計書

津市下水道局

下水道建設課
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元 年度 下建公補 第 号

（うち消費税等相当額 ）

令　和 業  務  委  託  設  計  書
津市長岡町ほか３町地内

次長

委託場所
課長

1-10

調整担当主幹

参与

委託名

津北部第１７－２処理分区公共下水道実施設計等（詳細）業務委託 検算者

担当副主幹

履行期間
設計者

令和２年１月３１日限り

設計額

長 ― 巾 ―

業　　　務　　　の　　　大　　　要

管渠実施設計
　詳細設計　開削工法　7,935ｍ
　　　　　　　　推進工法　432ｍ
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令和元年度下建公補第1-10号
津北部第17-2処理分区公共下水道実施設計等(詳細)業務委託

業務箇所
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

測量業務

01:測量・調査計画

式

         1.000

応用測量

式

         1.000

第 0001 号 明細表
河川測量

式

         1.000

安全費(率計上額)

直接測量費計 式

         1.000

式

         1.000

諸経費

測量・調査計画業務価格 式

         1.000

地質調査業務

津市
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

02:地質調査

式

         1.000

調査費

式

         1.000

第 0002 号 明細表
機械ボーリング（直接調査費）

式

         1.000

第 0003 号 明細表
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験（直接調査費
）

式

         1.000

第 0004 号 明細表
解析等調査（直接調査費）

式

         1.000

第 0005 号 明細表
室内土質試験（直接調査費）

式

         1.000

第 0006 号 明細表
解析等調査（解析等調査業務費分）

直接調査費計 式

         1.000

式

         1.000

間接調査費

津市
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 9001 号 明細表【合併02】
間接調査費（積上計上分）

式

         1.000

施工管理費(率計上額)

間接調査費計 式

         1.000

純調査費 式

         1.000

諸経費 式

         1.000

地質調査業務価格 式

         1.000

設計・解析・調査業務

03:設計・解析・調査

式

         1.000

下水道設計

津市
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0007 号 明細表
下水道施設設計

直接原価 式

         1.000

式

         1.000

その他原価

業務原価 式

         1.000

式

         1.000

一般管理費等

設計・解析・調査業務価格 式

         1.000

合計業務価格 式

         1.000

消費税及び地方消費税相当額 式

         1.000

業務委託料 式

         1.000

津市
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[測量・調査計画]

第 号 明細表0001 河川測量

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

作業計画（河川測量） 第0001号施工単価表

業務

         1.000

現地踏査（河川測量） 第0002号施工単価表

式

         1.000

河川定期縦断測量（直接水準・河川測量） 第0003号施工単価表

km

         0.800

縦1/100、横1/1000

河川定期横断測量（河川測量） 第0004号施工単価表

本

         6.000

直接水準（平地） 縦1/100、横1/200～1/1000 
平均測量幅 15 ｍ

合　　計

津市
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[地質調査]

第 号 明細表0002 機械ボーリング（直接調査費）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

土質ボーリング工 第0005号施工単価表

ｍ

         6.600

φ 86mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘土・シルト

土質ボーリング工 第0006号施工単価表

ｍ

         3.500

φ 86mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土

土質ボーリング工 第0007号施工単価表

ｍ

        20.200

φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘土・シルト

土質ボーリング工 第0008号施工単価表

ｍ

         8.100

φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土

土質ボーリング工 第0009号施工単価表

ｍ

         6.800

φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 固結シルト･固結粘土

合　　計

津市
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[地質調査]

第 号 明細表0003 ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験（直接調査費）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

標準貫入試験 第0010号施工単価表

回.

        27.000

粘土・シルト

標準貫入試験 第0011号施工単価表

回.

        11.000

砂・砂質土

標準貫入試験 第0012号施工単価表

回.

         7.000

固結シルト･固結粘土

現場透水試験 第0013号施工単価表

回.

         5.000

ケーシング法 GL-10ｍ以内

合　　計

津市
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[地質調査]

第 号 明細表0004 解析等調査（直接調査費）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

資料整理とりまとめ 第0014号施工単価表

業務

         1.000

断面図等の作成 第0015号施工単価表

業務

         1.000

合　　計

第 号 明細表0005 室内土質試験（直接調査費）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

土粒子の密度試験
試料

         5.000

１試料につき3個

土の含水比試験
試料

         5.000

JIS A 1203　　１試料につき3個

土の粒度試験（１）
試料

         3.000

粘性土

土の粒度試験（２）
試料

         2.000

砂、砂質土　試料　0.5kg以下

津市
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[地質調査]

第 号 明細表0005 室内土質試験（直接調査費）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

土の液性限界試験
試料

         3.000

JIS A 1205　　１試料につき　6点

土の塑性限界試験
試料

         3.000

JIS A 1205　　１試料につき　3個

合　　計

第 号 明細表0006 解析等調査（解析等調査業務費分）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

資料整理とりまとめ 第0016号施工単価表

業務

         1.000

断面図等の作成 第0017号施工単価表

業務

         1.000

総合解析とりまとめ 第0018号施工単価表

業務

         1.000

                                   ０～３種

打合せ等 第0019号施工単価表

業務

         1.000

業務着手時打合せ計上しない 中間打合せ 1 回 
成果物納入時打合せ計上しない

津市
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[地質調査]

第 号 明細表0006 解析等調査（解析等調査業務費分）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

合　　計

第 号 明細表9001 間接調査費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

資機材運搬 第0020号施工単価表

日

給水費（ポンプ運転） 第0021号施工単価表

箇所

         5.000

20ｍ以上150ｍ以下

環境保全（仮囲い） 第0022号施工単価表

箇所

         5.000

準備及び跡片付け 第0023号施工単価表

業務

         1.000

調査孔閉塞 第0024号施工単価表

箇所

         5.000

平坦地足場 第0025号施工単価表

箇所

         5.000

50ｍ以下 板材足場(高さ0.3m以下)

津市
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[地質調査]

第 号 明細表9001 間接調査費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

合　　計

津市
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[設計・解析・調査]

第 号 明細表0007 下水道施設設計

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

開削工法（内径1,200㎜未満） 第0001号単価表

式

         1.000

耐震設計（ﾚﾍﾞﾙ1地震動） 第0002号単価表

式

         1.000

開削工法（内径1200㎜未満）

マンホール形式ポンプ場 第0003号単価表

式

         1.000

（２次製品）

耐震設計（ﾚﾍﾞﾙ1及びﾚﾍﾞﾙ2地震動） 第0004号単価表

式

         1.000

マンホール形式ポンプ場

推進工法（刃口、小口径） 第0005号単価表

式

         1.000

耐震設計（ﾚﾍﾞﾙ1地震動） 第0006号単価表

式

         1.000

推進工法（小口径・刃口）

報告書作成（詳細設計） 第0007号単価表

式

         1.000

設計協議（詳細設計） 第0008号単価表

式

         1.000

第１回打合せ計上する、中間打合せ６回、最終
打合せ計上する

津市
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[設計・解析・調査]

第 号 明細表0007 下水道施設設計

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

施工法等の比較検討 第0009号単価表

式

         1.000

合　　計

津市
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当り

号 施工単価表作業計画（河川測量）

           1.000 業務

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

測量主任技師

人

測量技師

人

測量技師補

人

合計 業務            1.000

単位当り 業務            1.000 当り

当り

号 施工単価表現地踏査（河川測量）

           1.000 式

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

測量主任技師

人

津市
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当り

号 施工単価表現地踏査（河川測量）

           1.000 式

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

測量技師

人

測量技師補

人

測量助手

人

機械経費

%

材料費

%

合計

式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表河川定期縦断測量（直接水準・河川測量）

           1.000縦1/100、横1/1000 km

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

測量技師

人

測量技師補

人

測量助手

人

測量技師

人

測量技師補

人

測量助手

人

測量補助員

人

津市
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当り

号 施工単価表河川定期縦断測量（直接水準・河川測量）

           1.000縦1/100、横1/1000 km

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

機械経費

%

材料費

%

精度管理費

%

合計 km            1.000

単位当り km            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

縦1/100、横1/1000   　名称規格

当り

号 施工単価表河川定期横断測量（河川測量）

          10.000直接水準（平地） 縦1/100、横1/200～1/1000 平均測量幅 15 ｍ 本

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

測量主任技師

人

津市
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当り

号 施工単価表河川定期横断測量（河川測量）

          10.000直接水準（平地） 縦1/100、横1/200～1/1000 平均測量幅 15 ｍ 本

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

測量技師

人

測量技師補

人

測量助手

人

測量技師

人

測量技師補

人

測量助手

人

測量補助員

人

津市
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当り

号 施工単価表河川定期横断測量（河川測量）

          10.000直接水準（平地） 縦1/100、横1/200～1/1000 平均測量幅 15 ｍ 本

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

機械経費

%

材料費

%

精度管理費

%

合計

式            1.000

単位当り 本            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

直接水準（平地）   　直接・間接水準

縦1/100、横1/200～1/1000   　名称規格

平均測量幅 15 ｍ   　平均測量幅（ｍ）

津市
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当り

号 施工単価表土質ボーリング工

           1.000φ 86mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘土・シルト ｍ

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土質ボーリングφ８６ｍｍ（ノンコア）

粘性土・シルト ｍ            1.000

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

φ 86mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）   　孔径

粘土・シルト   　地質

50ｍ以下   　せん孔深度

鉛直下方   　せん孔方向

当り

号 施工単価表土質ボーリング工

           1.000φ 86mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土 ｍ

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土質ボーリングφ８６ｍｍ（ノンコア）

砂・砂質土 ｍ            1.000

合計 ｍ            1.000

津市
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当り

号 施工単価表土質ボーリング工

           1.000φ 86mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土 ｍ

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り ｍ            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

φ 86mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）   　孔径

砂・砂質土   　地質

50ｍ以下   　せん孔深度

鉛直下方   　せん孔方向

当り

号 施工単価表土質ボーリング工

           1.000φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘土・シルト ｍ

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土質ボーリングφ６６ｍｍ（ノンコア）

粘性土・シルト ｍ            1.000

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）   　孔径

粘土・シルト   　地質

50ｍ以下   　せん孔深度

鉛直下方   　せん孔方向

津市
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当り

号 施工単価表土質ボーリング工

           1.000φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土 ｍ

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土質ボーリングφ６６ｍｍ（ノンコア）

砂・砂質土 ｍ            1.000

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）   　孔径

砂・砂質土   　地質

50ｍ以下   　せん孔深度

鉛直下方   　せん孔方向

当り

号 施工単価表土質ボーリング工

           1.000φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 固結シルト･固結粘土 ｍ

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土質ボーリングφ６６ｍｍ（ノンコア）

固結シルト・固結粘土 ｍ            1.000

合計 ｍ            1.000

津市
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当り

号 施工単価表土質ボーリング工

           1.000φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 固結シルト･固結粘土 ｍ

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り ｍ            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）   　孔径

固結シルト･固結粘土   　地質

50ｍ以下   　せん孔深度

鉛直下方   　せん孔方向

当り

号 施工単価表標準貫入試験

           1.000粘土・シルト 回.

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

標準貫入試験

粘性土・シルト 回.            1.000

合計 回.            1.000

単位当り 回.            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

粘土・シルト   　土質

津市
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当り

号 施工単価表標準貫入試験

           1.000砂・砂質土 回.

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

標準貫入試験

砂・砂質土 回.            1.000

合計 回.            1.000

単位当り 回.            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

砂・砂質土   　土質

当り

号 施工単価表標準貫入試験

           1.000固結シルト･固結粘土 回.

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

標準貫入試験

固結シルト・固結粘土 回.            1.000

合計 回.            1.000

単位当り 回.            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表標準貫入試験

           1.000固結シルト･固結粘土 回.

0012第

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

固結シルト･固結粘土   　土質

当り

号 施工単価表現場透水試験

           1.000ケーシング法 GL-10ｍ以内 回.

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

現場透水試験

ケーシング法 回.            1.000

合計 回.            1.000

単位当り 回.            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

ケーシング法   　試験種別

GL-10ｍ以内   　調査孔深度

当り

号 施工単価表資料整理とりまとめ

           1.000 業務

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

資料整理とりまとめ

業務            1.000

津市
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当り

号 施工単価表資料整理とりまとめ

           1.000 業務

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 業務            1.000

単位当り 業務            1.000 当り

当り

号 施工単価表断面図等の作成

           1.000 業務

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

断面図等の作成

業務            1.000

合計 業務            1.000

単位当り 業務            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表資料整理とりまとめ

           1.000 業務

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

資料整理とりまとめ

業務            1.000

合計 業務            1.000

単位当り 業務            1.000 当り

当り

号 施工単価表断面図等の作成

           1.000 業務

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

断面図等の作成

業務            1.000

合計 業務            1.000

単位当り 業務            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表総合解析とりまとめ

           1.000                                   ０～３種 業務

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

総合解析とりまとめ

業務            1.000

合計 業務            1.000

単位当り 業務            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

０～３種   　試験種目数

当り

号 施工単価表打合せ等

           1.000業務着手時打合せ計上しない 中間打合せ 1 回 成果物納入時打合せ計上しない 業務

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

主任技師

人

技師（B）

人

合計 業務            1.000

津市
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当り

号 施工単価表打合せ等

           1.000業務着手時打合せ計上しない 中間打合せ 1 回 成果物納入時打合せ計上しない 業務

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 業務            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

業務着手時打合せ計上しない   　業務着手時打合せの有無

中間打合せ 1 回   　中間打合せの回数

成果物納入時打合せ計上しない   　成果物納入時の打合せ有無

関係機関協議資料作成 0 回   　関係機関協議資料作成の回数

関係機関打合せ協議 0 回   　関係機関打合せ協議の回数

当り

号 施工単価表資機材運搬

           1.000 日

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

トラック機械損料

日

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表給水費（ポンプ運転）

           1.00020ｍ以上150ｍ以下 箇所

0021第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

給水費（ポンプ運転）

２０ｍ以上１５０ｍ以下 箇所            1.000

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

20ｍ以上150ｍ以下   　規格

当り

号 施工単価表環境保全（仮囲い）

           1.000 箇所

0022第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

環境保全

仮囲い 箇所            1.000

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表準備及び跡片付け

           1.000 業務

0023第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

準備及び跡片付け

業務            1.000

合計 業務            1.000

単位当り 業務            1.000 当り

当り

号 施工単価表調査孔閉塞

           1.000 箇所

0024第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

調査孔閉塞

箇所            1.000

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表平坦地足場

           1.00050ｍ以下 板材足場(高さ0.3m以下) 箇所

0025第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

平坦地足場

板材足場(0.3m以下) 箇所            1.000

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

50ｍ以下   　ボーリング深度

板材足場(高さ0.3m以下)   　足場規格

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0010 開削工法（内径1,200㎜未満） 0001
         1 式 当り

人

技師長

人

主任技師

人

技師（A）

人

技師（B）

人

技師（C）

人

技術員

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0040 耐震設計（ﾚﾍﾞﾙ1地震動）
開削工法（内径1200㎜未満）

0002
         1 式 当り

人

主任技師

人

技師（A）

人

技師（B）

人

技師（C）

人

技術員

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0050 マンホール形式ポンプ場
（２次製品）

0003
         1 式 当り

人

技師長

人

主任技師

人

技師（A）

人

技師（B）

人

技師（C）

人

技術員

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0060 耐震設計（ﾚﾍﾞﾙ1及びﾚﾍﾞﾙ2地震動）
マンホール形式ポンプ場

0004
         1 式 当り

人

主任技師

人

技師（A）

人

技師（B）

人

技師（C）

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0070 推進工法（刃口、小口径） 0005
         1 式 当り

人

技師長

人

主任技師

人

技師（A）

人

技師（B）

人

技師（C）

人

技術員

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0080 耐震設計（ﾚﾍﾞﾙ1地震動）
推進工法（小口径・刃口）

0006
         1 式 当り

人

主任技師

人

技師（A）

人

技師（B）

人

技師（C）

人

技術員

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0020 報告書作成（詳細設計） 0007
         1 式 当り

人

主任技師

人

技師（A）

人

技師（B）

人

技師（C）

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0030 設計協議（詳細設計）
第１回打合せ計上する、中間打合せ６回、最終打合せ計上する

0008
         1 式 当り

人

主任技師

人

技師（A）

人

技師（B）

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0090 施工法等の比較検討 0009
         1 式 当り

人

主任技術者

人

技師長

人

主任技師

人

技師（A）

人

技師（B）

人

技師（C）

人

技術員

         1.000式合　　計

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0090 施工法等の比較検討 0009
         1 式 当り

当り         1.000式単位当り

津市
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:

:

地質調査

測量・調査計画

令和元年度　下建公補第１－１０号

津北部第１７－２処理分区公共下水道実施設計等（詳細）業務委託

数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 設計・解析・調査

ﾚﾍﾞﾙ1

ﾚﾍﾞﾙ1
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測量業務

01：測量・調査計画

応用測量 式 1

河川測量 式 1

作業計画 業務 1

現地踏査 式 1

河川定期縦断測量 縦1/100、横1/1000 ㎞ 0.8

河川定期横断測量 縦1/100、横1/200 本 6

安全費（率計上額） 式 1

直接測量費計 式 1

諸経費 式 1

測量・調査計画業務価格 式 1

地質調査業務

02地質調査

調査費 式 1

(種別) (細別) (規格)
数量

ﾚﾍﾞﾙ5
単位

委　　託　　数　　量　　総　　括　　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4
摘要

（費目） (工種)
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(種別) (細別) (規格)
数量

ﾚﾍﾞﾙ5
単位

委　　託　　数　　量　　総　　括　　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4
摘要

（費目） (工種)

機械ボーリング(直接調査費) 式 1

土質ボーリング工 ｍ 6.6

土質ボーリング工 ｍ 3.5

土質ボーリング工 ｍ 20.2

土質ボーリング工 ｍ 8.1

土質ボーリング工 ｍ 6.8

ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験(直接調査費) 式 1

標準貫入試験 粘土・シルト 回 27

標準貫入試験 砂・砂質土 回 11

標準貫入試験 固結シルト・固結粘土 回 7

現場透水試験 ｹｰｼﾝｸﾞ法 GL-10m以内 回 5

解析等調査(直接調査費) 式 1

資料整理とりまとめ 業務 1 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数5本

断面図等の作成 業務 1 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数5本

室内土質試験(直接調査費) 式 1

φ86mm
粘土・シルト

φ86mm
砂・砂質土

φ66mm
砂・砂質土

φ66mm
粘土・シルト

φ66mm
固結シルト・固結粘土
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(種別) (細別) (規格)
数量

ﾚﾍﾞﾙ5
単位

委　　託　　数　　量　　総　　括　　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4
摘要

（費目） (工種)

土粒子の密度試験 1試料につき3個 試料 5

土の含水比試験 1試料につき3個 試料 5

土の粒度試験（１） 粘性土　 試料 3

土の粒度試験（２） 砂、砂質土　試料　0.5ｋｇ以下 試料 2

土の液性限界試験 試料 3

土の塑性限界試験 試料 3

解析等調査(解析等調査業務費分) 式 1

資料整理とりまとめ 業務 1 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数5本

断面図等の作成 業務 1 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数5本

総合解析とりまとめ 業務 1 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数5本

打合せ等 業務 1

直接調査費計 式 1

間接調査費 式 1

間接調査費（積上計上分） 式 1

資機材運搬 日

着手時打合せ計上しない
中間打合せ１回
納入時打ち合わせ計上しない
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(種別) (細別) (規格)
数量

ﾚﾍﾞﾙ5
単位

委　　託　　数　　量　　総　　括　　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4
摘要

（費目） (工種)

給水費（ポンプ運転） 箇所 5

環境保全(仮囲い） 箇所 5

準備及び跡片付け 業務 1

調査孔閉塞 箇所 5

平坦地足場 50m以下 箇所 5

施工管理費（率計上額） 式 1

間接調査費計 式 1

純調査費 式 1

諸経費 式 1

地質調査業務価格 式 1

設計・解析・調査業務

03：設計・解析・調査

下水道設計 式 1

下水道施設設計 式 1

開削工法（内径1200mm未満） 式 1
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(種別) (細別) (規格)
数量

ﾚﾍﾞﾙ5
単位

委　　託　　数　　量　　総　　括　　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4
摘要

（費目） (工種)

耐震設計（レベル１地震動） 開削工法（内径1200mm未満） 式 1

マンホール形式ポンプ場 （２次製品） 式 1

耐震設計（レベル１及びレベル２地震動） マンホール形式ポンプ場 式 1

推進工法（刃口・小口径） 式 1

耐震設計（レベル1地震動） 推進工法（刃口・小口径） 式 1

報告書作成（詳細設計） 式 1

設計協議（詳細設計） 式 1

施工法等の比較検討 式 1

直接原価 式 1

その他原価 式 1

業務原価 式 1

一般管理費等 式 1

設計・解析・調査業務価格 式 1

合計業務価格 式 1

第１回打合せ計上、
中間打合せ6回、
最終打ち合わせ計上
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河川測量位置図

三重県立
津東高校

津市立
西が丘小学校

河川定期縦断測量　L=0.8ｋｍ
河川定期横断測量　N=6.0本

三重県立
津西高校

伊
勢
自
動
車
道

一
般
国
道
２
３
号
(中

勢
バ
イ
パ
ス
)

津
駅
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ｍ 2.00 2.00 2.00 0.55 6.6

ｍ 1.85 1.60 3.5

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ 4.00 9.30 5.00 0.80 1.05 20.2

ｍ 1.70 2.80 3.55 8.1

ｍ

ｍ

ｍ 6.80 6.8

ｍ 6.00 13.00 7.00 6.00 13.00 45.0

調  査  数  量  表

項　　　　目 単位
No.1

(推進・MP)
No.2(MP)

No.3
(推進・MP)

No.4(MP) No.5 合　　計

機
械
ボ
ー

リ
ン
グ

φ86
（mm）

粘土・シルト

砂・砂質土

礫混じり土砂

玉石混じり土砂

固結ｼﾙﾄ・固結粘土

φ66
（mm）

粘土・シルト

砂・砂質土

礫混じり土砂

玉石混じり土砂

固結ｼﾙﾄ・固結粘土

合　　　　計
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調  査  数  量  表

項　　　　目 単位
No.1

(推進・MP)
No.2(MP)

No.3
(推進・MP)

No.4(MP) No.5 合　　計

回 6 11 7 2 1 27

回 2 4 5 11

回

回

回 7 7

回 6 13 7 6 13 45

回 1 1 1 1 1 5

本

試料 2 3 5

試料 2 3 5

試料 1 2 3

試料 1 1 2

試料 1 2 3

試料 1 2 3

サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
及
び
原
位
置
試
験

標
準
貫
入
試
験

粘土・シルト

砂・砂質土

礫混じり土砂

玉石混じり土砂

固結ｼﾙﾄ・固結粘土

合計

現場透水試験 ケーシング法

サンプリング シンウォール

室
内
土
質
試
験

土粒子の密度試験

土の含水比試験

土の粒度試験（粘性土）

土の粒度試験（砂質土）

土の液性限界試験

土の塑性限界試験
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地質調査位置図

三重県立
津東高校

津市立
西が丘小学校

地質調査　N=5.0箇所

三重県立
津西高校

伊
勢
自
動
車
道

一
般
国
道
２
３
号
(中

勢
バ
イ
パ
ス
)

津
駅

NO.1

NO.2

NO.3

NO.4

NO.5
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管渠延長（別紙路線延長調書より）

区分

汚水 7,935.3 ｍ

区分

汚水 431.5 ｍ

下水道施設設計（詳細設計）・・・開削工法（内径1,200mm未満)、推進工法

・ 管渠実施設計（詳細設計）開削工法（内径1,200mm未満) 　L= 7,935 ｍ

・ 管渠実施設計（詳細設計）推進工法 　L= 432 ｍ

特殊構造物

・ マンホール形式ポンプ場（２次製品） （ 5基 ）

設計数量集計

工種 処理分区・排水区名 数量 備考

開削工法 津北部第17-2処理分区

工種 処理分区・排水区名 数量 備考

推進 津北部第17-2処理分区
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処理分区名：津北部第17-2処理分区 詳細 詳細 【汚水】

規　格 管番号
管径
(mm)

延長(補助)
(m)

延長(単独)
(m)

各線
(ha)

摘要 工　種 規　格 管番号
管径
(mm)

延長(補助)
(m)

延長(単独)
(m)

各線
(ha)

摘要

4-1 150 245.80 20.00 6.75 14 300 43.00 0.17

4-2 150 40.10 0.00 15 150 43.00 0.16

4-3 150 60.50 0.21 16 300 52.90 0.13

4-4 150 11.50 0.09 17-3-1 150 44.50 0.14

4-5 150 82.90 0.27 17-3-2 150 0.70 0.00

4-6 150 193.40 0.00 17-3-3 150 41.40 0.05

4-6-1 150 8.30 0.00 17-2-1 150 36.80 0.10

4-6-2 150 28.40 0.06 17-2-2 150 1.20 0.00

9-2 250 3.00 0.00 17-2-3 150 35.40 0.09

9-1 150 14.30 33.00 0.19 17-2-4 150 1.80 0.00

9-3 300 67.90 0.81 17-2-5 150 38.10 0.09

9-4 300 8.90 0.00 17-2-6 200 2.00 0.00

9-5 150 14.80 0.00 圧送 17-2-7 200 89.30 0.32

10 150 49.30 0.35 17-5-1 150 62.80 3.59

11 150 25.10 0.04 17-4 250 42.50 0.07

12 300 46.90 0.09 17-5 150 45.10 0.16

13 150 48.10 0.16 17-6-1 250 29.10 0.05

小計
（開削）

800.4 187.0 9.02
小計

（開削）
476.3 133.3 5.12

小計
（圧送）

14.8 0.0 0.00
小計

（圧送）
0.0 0.0 0.00

開削
工法

内径
φ1,200
mm未満

開削
工法

内径
φ1,200
mm未満

路 線 延 長 調 書
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処理分区名：津北部第17-2処理分区 詳細 詳細 【汚水】

規　格 管番号
管径
(mm)

延長(補助)
(m)

延長(単独)
(m)

各線
(ha)

摘要 工　種 規　格 管番号
管径
(mm)

延長(補助)
(m)

延長(単独)
(m)

各線
(ha)

摘要

17-6-2 150 49.60 68.00 0.86 85 150 157.50 0.46

17-6-3 75 29.60 0.00 圧送 86-1 150 56.00 0.20

17-6-4 250 18.90 0.03 84-1 150 39.60 0.28

18-1 350 52.60 0.14 84-2 150 23.80 0.04

19 150 80.00 0.22 84-3 150 9.90 0.02

21 150 32.70 0.20 86-2 150 56.40 0.13

20 150 39.10 24.00 0.19 87 150 32.50 0.16

18-2 150 109.80 0.42 88 150 99.70 0.19

18-3 350 164.60 1.08 89 150 56.60 0.16

28 350 106.10 0.43 90 150 30.50 0.05

46 150 65.50 0.44 91 150 10.70 0.01

47 350 92.80 0.42 92 150 63.40 0.14

81-1 150 30.00 61.00 0.74 93 150 18.50 0.03

81 150 153.40 0.91 94 150 53.70 0.17

82 150 71.80 0.23 95 150 106.80 0.47

83 150 80.30 0.31 96 150 40.30 0.11

84-4 150 62.90 0.24 98 150 114.5 0.17

小計
（開削）

787.4 575.7 6.86
小計

（開削）
407.6 562.8 2.79

小計
（圧送）

29.6 0.0 0.00
小計

（圧送）
0.0 0.0 0.00

路 線 延 長 調 書

開削
工法

内径
φ1,200
mm未満

開削
工法

内径
φ1,200
mm未満
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処理分区名：津北部第17-2処理分区 詳細 詳細 【汚水】

規　格 管番号
管径
(mm)

延長(補助)
(m)

延長(単独)
(m)

各線
(ha)

摘要 工　種 規　格 管番号
管径
(mm)

延長(補助)
(m)

延長(単独)
(m)

各線
(ha)

摘要

99 150 91.30 0.18 48 150 112.30 0.15

97 150 49.00 0.18 106 150 11.90 93.00 0.39

100 75 57.40 0.00 圧送 107 350 25.10 0.04

101 150 101.90 0.69 48-1 150 40.70 121.00 0.66

21-1 150 48.00 0.22 50 150 67.50 0.45

22 150 34.50 0.13 49 150 48.00 16.00 0.17

23 150 34.40 0.10 55 150 126.80 0.26

27 150 17.00 0.03 51 150 66.80 0.32

26 150 89.30 5.00 0.22 52 150 52.40 0.27

24 150 31.00 0.15 53 150 18.10 0.02

25 150 96.80 0.32 54 150 110.60 0.58

24-3 150 38.60 0.11 58 150 103.50 0.45

24-1 150 88.00 0.37 57 150 38.20 0.06

24-2 150 34.30 0.09 56 150 103.00 0.16

103 150 27.50 0.11 60 75 221.90 0.00 圧送

104 150 85.00 0.21 62 150 39.40 0.35

105 150 21.10 0.04 63 150 44.1 0.14

小計
（開削）

312.7 580.0 3.15
小計

（開削）
458.8 779.6 4.47

小計
（圧送）

57.4 0.0 0.00
小計

（圧送）
221.9 0.0 0.00

開削
工法

内径
φ1,200
mm未満

開削
工法

内径
φ1,200
mm未満

路 線 延 長 調 書
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処理分区名：津北部第17-2処理分区 詳細 詳細 【汚水】

規　格 管番号
管径
(mm)

延長(補助)
(m)

延長(単独)
(m)

各線
(ha)

摘要 工　種 規　格 管番号
管径
(mm)

延長(補助)
(m)

延長(単独)
(m)

各線
(ha)

摘要

64 150 48.40 0.26 17-9 150 83.20 0.17

29 150 83.20 0.21 17-10 150 76.70 0.23

65-1 150 30.90 0.12 17-11 150 38.80 0.05

65-2 150 3.60 0.00 17-12 150 101.90 0.19

34 150 145.00 0.35 17-13 150 45.80 132.00 0.70

67-1 150 12.80 0.00 17-1 150 34.30 99.00 0.66

46-1 150 21.80 0.06 17-14 150 61.30 0.12

72 150 41.90 0.07

74 150 105.30 0.60

69 150 34.00 0.16

70 150 27.00 0.14

71 150 17.70 85.00 0.23

77 150 48.50 0.15

76 150 79.40 0.29

78 150 22.00 0.05

17-7 150 37.20 0.16

17-8 150 33.30 0.13

小計
（開削）

254.7 622.3 2.98
小計

（開削）
118.9 554.1 2.12

小計
（圧送）

0.0 0.0 0.00
小計

（圧送）
0.0 0.0 0.00

計
（開削）

3,616.8 3,994.8 36.51

計
（圧送）

323.7 0.0 0.00

総延長 36.517,935.3

路 線 延 長 調 書

開削
工法

内径
φ1,200
mm未満

開削
工法

内径
φ1,200
mm未満
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処理分区名：津北部第17-2処理分区 詳細 詳細 【汚水】

規　格 管番号
管径
(mm)

延長(補助)
(m)

延長(単独)
(m)

各線
(ha)

摘要 工　種 規　格 管番号
管径
(mm)

延長(補助)
(m)

延長(単独)
(m)

各線
(ha)

摘要

17-5 250 12.00 0.04

81 250 14.10 0.08

104 150 4.90 0.01

106 250 6.30 0.02

64 150 10.00 0.05

66 150 109.00 0.91

46-1 150 86.10 0.25

67 150 62.70 0.27

75 150 85.10 0.37

78 250 6.80 0.01

79 150 30.50 0.09

107-1 400 4.00 0.00

小　計 328.5 103.0 2.10 小　計 0.0 0.0 0.00

合　計 431.5

推進工法
刃口,小
口径

路 線 延 長 調 書
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詳細設計開削

三重県立
津東高校

津市立
西が丘小学校

詳細設計(開削工法)　L＝7935　　ｍ

三重県立
津西高校

伊
勢
自
動
車
道

一
般
国
道
２
３
号
(中

勢
バ
イ
パ
ス
)

津
駅
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詳細設計推進

三重県立
津東高校

津市立
西が丘小学校

詳細設計(推進工法)　L＝432　　ｍ

三重県立
津西高校

伊
勢
自
動
車
道

一
般
国
道
２
３
号
(中

勢
バ
イ
パ
ス
)

津
駅
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ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ位置図

三重県立
津東高校

津市立
西が丘小学校

マンホール形式ポンプ　N=5.0箇所

三重県立
津西高校

伊
勢
自
動
車
道

一
般
国
道
２
３
号
(中

勢
バ
イ
パ
ス
)

津
駅

NO.1

NO.2

NO.3

NO.4

NO.5
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管渠実施設計（詳細設計）

開削工法（内径1,200mm未満） 延長L=7,935ｍ（調査延長L=7,612ｍ） (単位：人)

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

資料収集

公図調査 － － － － － －

現地踏査

現地作業 －

管 路 延 長

率

－

－

－

－

－ － － －

管 路 延 長

率

耐震設計（レベル1地震動） (単位：人)

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

－ － － －

－ － －

－ －

－ － － － －

－

工 法

管 路 延 長

率

－

※小数第4位を四捨五入して3位止めとする。

計

補 正

計 ( 補 正 後 １ 式 当 り )

調 査

条 件 設 定

耐 震 計 算

照 査

計 ( 補 正 後 １ 式 当 り )

※小数第4位を四捨五入して3位止めとする。

延長L=7,935ｍ

作　業　項　目

計 (1500m 当 り )

補 正
7,935

各 種 計 算

設 計 図 作 成

照 査

設 計 計 画

数 量 計 算

設計業務内容内訳（１）

作　業　項　目

調
査

計 ( 補 正 後 １ 式 当 り )

計 (1500m 当 り )

合計(補正後１式当り)

補 正
7,612
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管渠実施設計（詳細設計）

マンホール形式ポンプ場（２次製品） 個数N=5箇所 (単位：人)

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

－ － － －

－ － －

－ －

－ － －

－ － － － －

個 数

率

耐震設計（レベル1地震動及びレベル2地震動） (単位：人)

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

－ － － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － － －

－ －

個 数

率

－ －

※小数第4位を四捨五入して3位止めとする。

計 (1 箇 所 当 り )

補 正
5.0

耐 震 計 算

照 査

計 ( 補 正 後 １ 式 当 り )

作　業　項　目

調 査

条 件 設 定

計 ( 補 正 後 １ 式 当 り )

※小数第4位を四捨五入して3位止めとする。

個数N=5箇所

数 量 計 算

補 正
5.0

設 計 計 画

各 種 計 算

設 計 図 作 成

設計業務内容内訳（２）

照 査

計 (1 箇 所 当 り )

作　業　項　目
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管渠実施設計（詳細設計）

推進工法（刃口、小口径） 延長L=431.5ｍ (単位：人)

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

資料収集 －

公図調査 － － － － － －

現地踏査

現地作業

－

－

－

－

－ － － －

管 路 延 長

率

耐震設計（レベル1地震動） 延長L=431.5ｍ (単位：人)

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

－ － － －

－ － －

－ －

－ － － － －

－

工 法

管 路 延 長

率

－

計 (500m 当 り )

設計業務内容内訳（３）

調 査

計 ( 補 正 後 １ 式 当 り )

※小数第4位を四捨五入して3位止めとする。

照 査

計

補 正

条 件 設 定

耐 震 計 算

計 ( 補 正 後 １ 式 当 り )

※小数第4位を四捨五入して3位止めとする。

作　業　項　目

補 正
432

照 査

調
査

設 計 計 画

各 種 計 算

設 計 図 作 成

作　業　項　目

数 量 計 算
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報告書作成（詳細設計） (単位：人)

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

－ －

設計協議（詳細設計） (単位：人)

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員 備考

－ － － －

－ － － 6回

－ － － －

－ － －

※中間打合せ6回のうち、3回を河川協議とし、その際は技師（B）を主任技師とする。

施工法等の比較検討 個数N=1箇所 (単位：人)

主任技術者 技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

個 数

率

設計業務内容内訳（４）

報 告 書 作 成

第 １ 回 打 合 せ

作　業　項　目

中 間 打 合 せ

最 終 打 合 せ

計

作　業　項　目

作　業　項　目

比 較 検 討

計 (1 箇 所 当 り )

補 正
1.000

計 ( 補 正 後 １ 式 当 り )

※小数第3位を四捨五入して4位止めとする。
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業
務

の
目

的

一
般

仕
様

書
の
適

用
範

囲

費
用

の
負

担

法
令

等
の
遵

守

中
立

性
の
保

持

秘
密

の
保

持

公
益

確
保

の
責

務

な
ら
な
い
。

許
可

申
請

　
受

注
者

は
、
工

事
に
必

要
な
許

可
申

請
（
占

用
許

可
等

）
に
関

す
る
事

務
に
必

要
な
図

面
作

成
を
遅

滞
な
く
行

わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

1
.9

提
出

書
類

　
(1
)　
受

注
者

は
、
業

務
の
着

手
及

び
完

了
に
当

っ
て
、

の
契

約
約

款
に
定

め
る
も
の
の
外

、
下

記
の
書

類
を
提

出
し
な
け

　
　
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
　
　
（
イ
）
着

手
届

　
　
（
ロ
）
工

程
表

　
　
（
ハ
）
管

理
技

術
者

届
　
　
　
　
　
（ニ

）
職

務
分

担
表

　
　
　
（
ホ
）
完
了
届
　
　
（
ヘ
）納

品
書

　
　
（
ト
）
業

務
委

託
料

請
求

書
等

　
な
お

、
承

認
さ
れ
た
事

項
を
変

更
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
そ
の
つ

ど
承

認
を
受

け
る
も
の
と
す

る
。

1
.1
0

管
理

技
術

者
及

び
技

術
者

　
(1
)　
受

注
者

は
、
管

理
技

術
者

及
び

技
術

者
を
も
っ
て
、
秩

序
正

し
く
業

務
を
行

わ
せ

る
と
と
も
に
、
高

度
な
技

術
を
要

す
る
部

門
に

　
　
つ

い
て
は
、
相

当
の
経

験
を
有

す
る
技

術
者

を
配

置
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
(2
)　
管

理
技

術
者

は
、
技

術
士

（
総

合
技

術
監

理
部

門
（
下

水
道

）
、
上

下
水

道
部

門
（
下

水
道

）
又

は
下

水
道

法
に
規

定
さ
れ
た
資

　
　
格

を
有

す
る
も
の
と
し
、
業

務
の
全

般
に
わ
た
り
技

術
的

管
理

を
行

わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
な
お

、
主

要
な
設

計
協

議
な
ら
び

に

　
　
現

地
調

査
に
出

席
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
(3
)　
受

注
者

は
、
業

務
の
進

捗
を
図

る
た
め
、
契

約
に
基

づ
く
必

要
な
技

術
者

を
配

置
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

1
.1
1

工
程

管
理

　
受

注
者

は
、
工

程
に
変

更
を
生

じ
た
場

合
に
は
、
速

や
か
に
変

更
工

程
表

を
提

出
し
、
協

議
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

1
.1
2

成
果

品
の
審

査
及

び
納

品

　
(1
)　
受

注
者

は
、
成

果
品

完
成

後
に

の
審

査
を
受

け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
(2
)　
成

果
品

の
審

査
に
お

い
て
、
訂

正
を
指

示
さ
れ
た
箇

所
は
、
た
だ
ち
に
訂

正
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
(3
)　
業

務
の
審

査
に
合

格
後

、
成

果
品

一
式

を
納

品
し
、

の
検

査
員

の
検

査
を
も
っ
て
、
業

務
の
完

了
と
す

る
。

　
(4
)　
業

務
完

了
後

に
お

い
て
、
明

ら
か
に
受

注
者

の
責

に
伴

う
業

務
の
か
し
が
発

見
さ
れ
た
場

合
、
受

注
者

は
た
だ
ち
に
当

該
業

務
の

　
受

注
者

は
、
業

務
を
行

う
に
当

っ
て
は
公

共
の
安

全
、
環

境
の
保

全
、
そ
の
他

の
公

益
を
害

す
る
こ
と
の
無

い
よ
う
に
努

め
な
け
れ
ば

1
.8

発
注

者

発
注

者

発
注

者

1
.7 　

受
注

者
は
、
業

務
の
実

施
に
当

り
、
関

連
す

る
法

令
等

を
遵

守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

1
.5　

受
注

者
は
、
常

に
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
の
中

立
性

を
保

持
す

る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

1
.6　

受
注

者
は
、
業

務
の
処

理
上

知
り
得

た
秘

密
を
他

人
に
漏

ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

1
.4

1
.2　

業
務

は
、
本

仕
様

書
に
従

い
施

行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特

別
な
仕

様
に
つ

い
て
は
、
特

記
仕

様
書

に
定

め
る
仕

様
に
従

い
施

行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

1
.3　

業
務

の
検

査
等

に
伴

う
必

要
な
費

用
は
、
本

仕
様

書
に
明

記
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
原

則
と
し
て
受

注
者

の
負

担
と
す

る
。

め
に
必

要
な
設

計
図

、
計

算
書

、
設

計
書

等
の
作

成
を
行

う
こ
と
を
目

的
と
す

る
。

下
水

道
管

渠
実

施
設

計
業

務
委

託
標

準
仕

様
書

（
詳

細
設

計
）

第
１
章

総
則

1
.1　

本
委

託
業

務
（
以

下
「
業

務
」
と
い
う
。
）
は
、
本

仕
様

書
に
基

づ
い
て
、
特

記
仕

様
書

に
示

す
委

託
対

象
地

域
の
工

事
を
実

施
す

る
た
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修

正
を
行

わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

1
.1
3

関
係

官
公

庁
等

と
の
協

議

　
受

注
者

は
、
関

係
官

公
庁

等
と
協

議
を
必

要
と
す

る
と
き
又

は
協

議
を
受

け
た
と
き
は
、
誠

意
を
も
っ
て
こ
れ
に
当

り
、
こ
の
内

容
を

遅
滞

な
く
報

告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

1
.1
4

証
明

書
の
交

付

　
必

要
な
証

明
書

及
び

申
請

書
の
交

付
は
、
受

注
者

の
申

請
に
よ
る
。

1
.1
5

疑
義

の
解

釈

　
本

仕
様

書
に
定

め
る
事

項
に
つ

い
て
、
疑

義
を
生

じ
た
場

合
又

は
本

仕
様

書
に
定

め
の
な
い
事

項
に
つ

い
て
は
、

、
受

注

者
協

議
の
上

、
こ
れ
を
定

め
る
。

第
2
章

2
.1

資
料

の
収

集

　
業

務
上

必
要

な
資

料
、
地

下
埋

設
物

及
び

そ
の
他

の
支

障
物

件
（
電

柱
、
架

空
線

等
）
に
つ

い
て
は
、
関

係
官

公
署

、
企

業
者

等
に
お

い
て
将

来
計

画
を
含

め
十

分
調

査
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2
.2

現
地

踏
査

　
特

記
仕

様
書

に
示

さ
れ
た
設

計
対

象
区

域
に
つ

い
て
踏

査
し
、
地

勢
、
土

地
利

用
、
排

水
区

界
、
道

路
状

況
、
水

路
状

況
等

現
地

を
十

分
に
把

握
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2
.3

地
下

埋
設

物
調

査

　
特

記
仕

様
書

に
示

さ
れ
た
設

計
対

象
区

域
に
つ

い
て
、
水

道
、
下

水
道

、
ガ
ス
、
電

気
、
電

話
等

地
下

埋
設

物
の
種

類
、
位

置
、
形

状
、

深
さ
、
構

造
等

を
そ
れ
ら
の
管

理
者

が
有

す
る
資

料
と
照

合
し
、
確

認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2
.4

公
私

道
調

査

　
道

路
、
水

路
等

に
つ

い
て
公

図
並

び
に
土

地
台

帳
に
よ
り
調

査
確

認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2
.5

在
来

管
調

査

　
在

来
管

調
査

は
、
2
.3
地

下
埋

設
物

調
査

で
行

う
範

囲
を
超

え
る
調

査
で
あ
り
、
管

路
、
マ
ン
ホ
ー

ル
及

び
ま
す

の
老

朽
度

、
堆

積
物

の
状

況
、
破

損
の
状

態
、
構

造
、
底

高
等

現
地

作
業

を
伴

う
も
の
を
い
う
。
当

該
調

査
は
別

途
計

上
と
す

る
。

既
設

管
調

査

管
路

内
調

査
は
、
T
V
カ
メ
ラ
調

査
又

は
潜

行
目

視
調

査
、
劣

化
度

調
査

図
書

に
基

づ
き
管

内
に
て
管

き
ょ
の
劣

化
状

況
や

堆
積

物
等

の
有

無
を
把

握
す

る
調

査
で
あ
り
、
管

き
ょ
の
老

朽
度

、
堆

積
物

の
状

況
、
破

損
の
状

態
、
構

造
、
支

障
物

件
の
状

況
等

現
地

調
査

を
伴

う
も
の
を

い
う
。
T
V
カ
メ
ラ
調

査
又

は
潜

行
目

視
調

査
、
劣

化
度

調
査

は
別

途
計

上
と
す

る
。

ま
た
、
測

量
調

査
に
よ
っ
て
既

設
管

き
ょ
及

び
マ
ン
ホ
ー

ル
の
諸

元
を
確

認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

現
場

環
境

調
査

道
路

状
況

、
周

辺
状

況
を
現

地
に
て
把

握
し
、
工

事
の
実

施
に
お

け
る
制

約
条

件
を
確

認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
3
章

3
.1

打
合

せ

　
(1
)　
業

務
の
実

施
に
当

っ
て
、
受

注
者

は
監

督
員

と
密

接
な
連

絡
を
取

り
、
そ
の
連

絡
事

項
を
そ
の
つ

ど
記

録
し
、
打

合
せ

の
際

、
相

互

　
　
　
に
確

認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
(2
)　
設

計
業

務
着

手
時

及
び

設
計

業
務

の
主

要
な
区

切
り
に
お

い
て
、
受

注
者

と
は
打

合
せ

を
行

う
も
の
と
し
、
そ
の
結

　
　
　
果

を
記

録
し
、
相

互
に
確

認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

3
.2

設
計

基
準

等

　
設

計
に
当

っ
て
は
、

の
指

示
す

る
図

書
及

び
本

仕
様

書
第

７
章

参
考

図
書

に
基

づ
き
、
設

計
を
行

う
上

で
そ
の
基

準
と
な
る

事
項

に
つ

い
て

と
協

議
の
上

、
定

め
る
も
の
と
す

る
。

3
.3

設
計

上
の
疑

義 設
計

一
般

発
注

者

発
注

者

発
注

者

発
注

者

調
査

2
.6

2
.7
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設

計
上

疑
義

の
生

じ
た
場

合
は
、
監

督
員

と
の
協

議
の
上

、
こ
れ
ら
の
解

決
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

3
.4

設
計

の
資

料

　
設

計
の
計

算
根

拠
、
資

料
等

は
す

べ
て
明

確
に
し
、
整

理
し
て
提

出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

3
.5

事
業

計
画

図
書

の
確

認

　
受

注
者

は
、
第

２
章

調
査

の
各

項
の
調

査
等

と
併

せ
て
、
設

計
対

象
区

域
に
か
か
る
事

業
計

画
図

書
の
確

認
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

3
.6

参
考

資
料

の
貸

与

は
、
業

務
に
必

要
な
下

水
道

事
業

計
画

図
書

、
測

量
、
土

質
調

査
資

料
、
既

設
管

資
料

、
在

来
管

資
料

、
道

路
台

帳
、
地

下
埋

設
物

調
査

、
下

水
道

標
準

構
造

図
等

の
資

料
を
所

定
の
手

続
に
よ
っ
て
貸

与
す

る
。

3
.7

参
考

文
献

等
の
明

記

　
業

務
に
文

献
、
そ
の
他

の
資

料
を
引

用
し
た
場

合
は
、
そ
の
文

献
、
資

料
名

を
明

記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
4
章

4
.1

設
計

図
の
作

成

　
主

要
な
設

計
図

は
、
下

記
に
よ
り
作

成
す

る
こ
と
と
し
、
図

面
完

成
時

に
は
監

督
員

の
承

認
を
受

け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
(1
)　
位

置
図

　
　
　
　
位

置
図

（
S
=
1
/
1
0
,0
0
0
～

1
/
3
0
,0
0
0
）
は
、
地

形
図

に
施

工
箇

所
を
記

入
す

る
。

　
(2
)　
系

統
図

　
　
　
　
系

統
図

（
S
=
1
/
2
,5
0
0
）
は
、
地

形
図

に
設

計
区

間
を
記

入
す

る
。

　
(3
)　
平

面
図

　
　
　
　
平

面
図

（
S
=
1
/
5
0
0
）
は
、
測

量
に
よ
る
平

面
図

及
び

道
路

台
帳

に
基

づ
い
て
、
設

計
区

間
の
占

用
位

置
、
マ
ン
ホ
ー

ル
及

び
立

　
　
　
坑

の
位

置
・
管

き
ょ
の
区

間
番

号
、
形

状
、
管

径
、
勾

配
、
区

間
距

離
及

び
管

き
ょ
の
名

称
等

を
記

入
す

る
。

　
(4
)　
詳

細
平

面
図

　
　
　
　
詳

細
平

面
図

（
S
=
1
/
5
0
～

1
/
1
0
0
）
は
主

要
な
地

下
埋

設
物

さ
く
そ
う
箇

所
、
重

要
構

造
物

近
接

箇
所

及
び

河
川

、
鉄

道
、
国

道

　
　
　
等

横
断

箇
所

等
特

に
詳

細
図

を
必

要
と
し
、
監

督
員

が
指

示
す

る
場

合
に
平

面
図

及
び

横
断

面
図

を
作

成
す

る
。

　
(5
)　
縦

断
面

図

　
　
　
　
縦

断
面

図
（
S
=
縦

1
/
1
0
0
,横

1
/
5
0
0
）
は
、
平

面
図

と
同

一
記

号
を
用

い
て
次

の
事

項
を
記

入
す

る
。

　
　
　
　
管
き
ょ
の
位
置
、
平
面
図
と
の
対

照
番

号
、
形

状
、
管

径
、
勾

配
、
区

間
距

離
、
地

盤
高

、
管

底
高

、
土

被
り
、
マ
ン
ホ
ー

ル
の

　
　
　
種

別
及

び
河

川
、
鉄

道
、
国

道
等

の
位

置
と
名

称
、
流

入
及

び
交

差
す

る
管

き
ょ
の
位

置
、
番

号
、
形

状
、
管

径
、
管

底
高

、
主

要

　
　
　
な
地

下
埋

設
物

の
名

称
、
位

置
、
形

状
、
寸

法
等

及
び

管
き
ょ
の
名

称
等

を
記

入
す

る
。

　
(6
)　
横

断
面

図

　
　
　
　
横

断
面

図
（
S
=
1
/
1
0
0
）
は
、
平

面
図

と
同

一
記

号
を
用

い
て
次

の
事

項
を
記

入
す

る
。

　
　
　
　
管
き
ょ
の
位
置
、
平

面
図

と
の
対

照
番

号
、
形

状
、
管

径
、
地

盤
高

、
管

底
高

及
び

必
要

な
地

下
埋

設
物

の
名

称
、
位

置
、
形

状
、

　
　
　
寸

法
等

及
び

管
き
ょ
の
名

称
又

は
横

断
位

置
の
名

称
等

を
記

入
す

る
。

　
(7
)　
構

造
図

　
　
　
　
構

造
図

（
S
=
1
/
2
0
～

1
/
2
0
0
）
は
、
次

の
要

領
で
記

入
す

る
。

の
下

水
道

標
準

構
造

図
に
よ
る
も
の
は
作

成
を
要

し
な
い
が
、
次

の
よ
う
な
特

殊
構

造
の
も
の
は
縦

断
面

図
と
同

一

　
　
　
記

号
を
用

い
て
構

造
図

を
作

成
す

る
。

　
　
　
　
特

殊
な
布

設
構

造
図

、
接

続
室

、
雨

水
吐

室
及

び
吐

口
、
伏

越
、
特

殊
な
形

状
の
マ
ン
ホ
ー

ル
及

び
ま
す

等
特

に
構

造
図

を
必

要

　
　
　
と
し
、
仕
様
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
。

　
(8
)　
仮

設
図

　
　
　
　
仮

設
図

（
S
=
1
/
1
0
～

1
/
1
0
0
）
は
、
次

の
要

領
で
記

入
す

る
。

　
　
　
　
仮

設
図

は
、
構

造
図

と
同

一
記

号
を
用

い
て
作

成
す

る
。

　
　
　
　
設
計
図
に
は
、
掘
削
幅
、
長
さ
、
深
さ
、
地
盤
高
、
床

堀
高

及
び

使
用

す
る
材

料
の
位

置
、
名

称
、
形

状
、
寸

法
、
他

の
地

下
埋

発
注

者発
注

者

設
計

細
則

（
新

設
及

び
改

築
・
詳

細
設

計
）
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設

物
防

護
工

並
び

に
補

助
工

法
の
範

囲
、
名

称
等

を
記

入
す

る
。

4
.2

各
種

計
算

　
管

き
ょ
、
管

基
礎

、
推

進
力

及
び

構
造

計
算

、
仮

設
計

算
、
補

助
工

法
、
耐

震
設

計
等

の
計

算
に
当

っ
て
は
、

と
十

分
打

合
せ

の
上

、
計

算
方

針
を
確

認
し
て
行

わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

4
.3

数
量

計
算

　
土

工
、
管

、
管

基
礎

、
覆

工
等

及
び

構
造

物
、
仮

設
、
補

助
工

法
、
事

前
事

後
処

理
等

材
料

別
に
数

量
を
算

出
す

る
。

4
.4

報
告

書

　
報

告
書

は
、
当

該
設

計
に
係

る
と
り
ま
と
め
の
概

要
書

を
作

成
す

る
も
の
と
し
、
そ
の
内

容
は
、
設

計
の
目

的
、
概

要
・
位

置
、
設

計

項
目

、
設

計
条

件
、
土

質
条

件
、
埋

設
物

状
況

、
施

工
方

法
、
工

程
表

等
を
集

成
す

る
も
の
と
す

る
。

第
5
章

5
.1

照
査

の
目

的

　
受

注
者

は
業

務
を
施

行
す

る
上

で
技

術
資

料
等

の
諸

情
報

を
活

用
し
、
十

分
な
比

較
検

討
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
業

務
の
高

い
質

を
確

保
す

る
こ
と
に
努

め
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
照

査
を
実

施
し
、
設

計
図

書
に
誤

り
が
な
い
よ
う
努

め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

5
.2

照
査

の
体

制

　
受

注
者

は
遺

漏
な
き
照

査
を
実

施
す

る
た
め
、
相

当
な
技

術
経

験
を
有

す
る
照

査
技

術
者

を
配

置
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

5
.3

照
査

事
項

　
受

注
者

は
設

計
全

般
に
わ
た
り
、
以

下
に
示

す
事

項
に
つ

い
て
照

査
を
実

施
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(1
)　
基

本
条

件
の
確

認
内

容
に
つ

い
て

(2
)　
比

較
検

討
の
方

法
及

び
そ
の
内

容
に
つ

い
て

(3
)　
設

計
計

画
（
設

計
方

針
及

び
設

計
手

法
）
の
妥

当
性

に
つ

い
て

(4
)　
計

算
書

（
構

造
計

算
書

、
容

量
計

算
書

、
数

量
計

算
書

、
耐

震
設

計
計

算
書

等
を
い
う
。
）
に
つ

い
て

(5
)　
計

算
書

と
設

計
図

の
整

合
性

に
つ

い
て

第
6
章

6
.1

提
出

図
書

　
提

出
図

書
は
次

項
に
よ
り
、
提

出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

6
.2

実
施

設
計

関
係

提
出

図
書

（
詳

細
設

計
）

(1
)

位
置

図
1
/
1
0
,0
0
0
～

1
/
3
0
,0
0
0

(2
)

系
統

図
1
/
2
,5
0
0

(3
)

施
設

平
面

図
1
/
5
0
0

(4
)

詳
細

平
面

図
1
/
5
0
～

1
/
1
0
0

(5
)

縦
断

面
図

縦
1
/
1
0
0
,横

1
/
5
0
0

(6
)

横
断

面
図

1
/
1
0
0

(7
)

構
造

図
1
/
2
0
～

1
/
2
0
0

(8
)

仮
設

図
1
/
1
0
～

1
/
1
0
0

(9
)

水
理

計
算

書

(1
0
)

構
造

計
算

書
（
耐

震
設

計
計

算
書

を
含

む
）

(1
1
)

数
量

計
算

書

(1
2
)

報
告

書

(1
3
)

特
記

仕
様

書

(1
4
)

打
合

せ
議

事
録

提
出

図
書

図
書

名
縮

尺

発
注

者

照
査
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(1
5
)

そ
の
他

の
資

料

設
計

に
伴

っ
て
収

集
・
調

査
し
た
資

料
及

び
そ
の
他

申
請

等
に
関

す
る
資

料

第
7
章

参
考

図
書

7
.1

参
考

図
書

　
業

務
は
、
下

記
の
掲

げ
る
最

新
版

図
書

を
参

考
に
し
て
行

う
も
の
と
す

る
。

(1
)

の
下

水
道

構
造

標
準

図

(2
)

の
下

水
道

設
計

基
準

(3
)

の
道

路
埋

設
標

準
定

規

(4
)

下
水

道
施

設
計

画
・
設

計
指

針
と
解

説
（
日

本
下

水
道

協
会

）

(5
)

下
水

道
維

持
管

理
指

針
（
日

本
下

水
道

協
会

）

(6
)

小
規

模
下

水
道

計
画

・
設

計
・
維

持
管

理
指

針
と
解

説
（
日

本
下

水
道

協
会

）

(7
)

下
水

道
管

路
施

設
設

計
の
手

引
（
日

本
下

水
道

協
会

）

(8
)

下
水

道
施

設
の
耐

震
対

策
指

針
と
解

説
（
日

本
下

水
道

協
会

）

(9
)

下
水

道
施

設
耐

震
計

算
例

─
管

路
施

設
編

（
日

本
下

水
道

協
会

）

(1
0
)

下
水

道
推

進
工

法
の
指

針
と
解

説
（
日

本
下

水
道

協
会

）

(1
1
)

管
き
ょ
更

生
工

法
に
お

け
る
設

計
・施

工
管

理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
案

）
（
日

本
下

水
道

協
会

）

(1
2
)

下
水

道
マ
ン
ホ
ー

ル
安

全
対

策
の
手

引
き
（
案

）
（
日

本
下

水
道

協
会

）

(1
3
)

水
理

公
式

集
（
土

木
学

会
）

(1
4
)

コ
ン
ク
リ
ー

ト
標

準
仕

様
書

（
土

木
学

会
）

(1
5
)

ト
ン
ネ
ル
標

準
示

方
書

（
シ
ー

ル
ド
工

法
編

）
・
同

解
説

（
土

木
学

会
）

(1
6
)

ト
ン
ネ
ル
標

準
示

方
書

（
山

岳
工

法
編

）
・
同

解
説

（
土

木
学

会
）

(1
7
)

ト
ン
ネ
ル
標

準
示

方
書

（
開

削
工

法
編

）
・
同

解
説

（
土

木
学

会
）

(1
8
)

道
路

技
術

基
準

通
達

集
（
国

土
交

通
省

）

(1
9
)

道
路

構
造

令
の
解

説
と
運

用
（
日

本
道

路
協

会
）

(2
0
)

道
路

土
工

─
仮

設
構

造
物

工
指

針
（
日

本
道

路
協

会
）

(2
1
)

道
路

土
工

─
擁

壁
工

指
針

（
日

本
道

路
協

会
）

(2
2
)

道
路

土
工

─
カ
ル
バ
ー

ト
工

指
針

（
日

本
道

路
協

会
）

(2
3
)

共
同

溝
設

計
指

針
（
日

本
道

路
協

会
）

(2
4
)

道
路

橋
示

方
書

・
同

解
説

（
日

本
道

路
協

会
）

(2
5
)

水
門

鉄
管

技
術

基
準

（
水

門
鉄

管
協

会
）

(2
6
)

改
定

新
版

建
設

省
河

川
砂

防
技

術
基

準
（
案

）
同

解
説

（
日

本
河

川
協

会
）

(2
7
)

港
湾

の
施

設
の
技

術
上

の
基

準
・
同

解
説

（
日

本
港

湾
協

会
）

発
注

者

発
注

者

発
注

者
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特
記

仕
様

書
（

測
量

業
務

条
件

一
覧

表
）

Ｎ
Ｏ

．
1

ア
適

用
基

準
等

部
分

改
正

を
行

っ
た

内
容

も
含

む
（

最
新

改
正

平
成

３
０

年
１

１
月

）

用
地

測
量

及
び

用
地

調
査

等
業

務
に

つ
い

て
、

別
途

に
定

め
が

あ
る

も
の

は
、

そ
れ

に
よ

る
。

三
重

県
土

地
改

良
事

業
測

量
作

業
規

程
（

農
林

水
産

省
農

村
振

興
局

測
量

作
業

規
程

準
用

）

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

イ
業

務
計

画
等

本
測

量
作

業
に

お
い

て
基

準
点

測
量

を
実

施
す

る
場

合
の

既
地

点
は

、
（

　
　

　
既

設
の

基
準

点

（
１

～
４

等
三

角
点

又
は

１
～

３
級

基
準

点
）

　
　

　
　

　
任

意
の

基
準

点
　

　
　

　

　
　

他
業

務
に

お
い

て
設

置
さ

れ
て

い
る

基
準

点
）

と
す

る
。

ウ
成

果
の

提
出

本
業

務
に

お
け

る
成

果
物

の
提

出
部

数
は

、
（

　
　

３
部

　
　

　
（

 
２

 
）

部
）

と
す

る
。

エ
工

程
関

係

オ
資

料
の

貸
与

発
注

者
の

貸
与

す
る

資
料

は
、

次
の

資
料

と
す

る
。

カ
業

務
条

件
業

務
条

件
は

下
記

の
と

お
り

と
す

る
。

キ
そ

の
他

（
注

）
123
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

津
　

市

平
成

3
0
年

1
1
月

電
子

記
憶

媒
体

で
提

出
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

そ
の

仕
様

等
に

つ
い

て
は

三
重

県
Ｃ

Ａ
Ｌ

Ｓ
電

子
納

品
運

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

【
平

成
２

９
年

４
月

改
訂

】
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

指
示

す
る

期
日

ま
で

に
提

出
す

る
成

果
物

あ
り

。
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

配
置

予
定

技
術

者
届

出
書

に
記

載
し

た
技

術
者

を
契

約
時

に
配

置
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

別
途

業
務

と
の

工
程

調
整

の
必

要
あ

り

検
査

用
と

し
て

成
果

物
の

印
刷

物
（

A
4
版

簡
易

フ
ァ

イ
ル

、
年

度
・

委
託

名
・

完
成

年
月

・
受

発
注

者
名

を
明

示
、

図
面

は
原

寸
サ

イ
ズ

）
を

１
部

提
出

す
る

。

検
査

課
に

よ
る

測
量

業
務

着
手

時
打

合
せ

及
び

完
了

確
認

後
の

立
会

を
実

施
す

る
。

た
だ

し
、

現
地

確
認

が
必

要
な

場
合

は
、

実
地

確
認

を
行

う
。

そ
の

他
（

　
 
提

出
物

は
最

大
Ａ

２
サ

イ
ズ

と
す

る
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

上
記

提
出

部
数

と
は

別
に

電
子

デ
ー

タ
を

C
D
-
R
等

で
１

部
提

出
す

る
こ

と
。

明
示

事
項

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
及

び
明

示
さ

れ
て

い
な

い
制

約
等

が
発

生
し

た
と

き
は

、
発

注
者

と
別

途
協

議
し

、
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

明
示

項
目

明
示

事
項

（
条

件
及

び
内

容
）

契
約

締
結

後
１

４
日

以
内

に
測

量
作

業
計

画
書

（
作

業
内

容
、

作
業

工
程

表
、

業
務

従
事

者
の

氏
名

及
び

資
格

使
用

機
器

等
を

明
記

す
る

。
）

を
監

督
員

に
提

出
す

る
。

業
務

完
了

の
１

０
日

前
ま

で
に

数
量

報
告

書
を

監
督

員
に

提
出

す
る

。

設
計

業
務

等
委

託
契

約
書

測
量

業
務

共
通

仕
様

書
（

三
重

県
）

【
２

７
年

１
１

月
制

定
】

本
測

量
作

業
に

使
用

す
る

主
要

機
器

（
ト

ー
タ

ル
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
、

ト
ラ

ン
シ

ッ
ト

、
レ

ベ
ル

、
光

波
測

距
儀

等
）

に
つ

い
て

は
、

第
三

者
機

関
で

検
定

を
行

い
そ

の
証

明
書

の
写

し
を

測
量

作
業

計
画

書
に

添
付

す
る

こ
と

。

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

業
務

日
報

は
、

監
督

員
が

提
出

を
要

求
し

た
と

き
す

み
や

か
に

提
出

す
る

。

上
記

委
託

業
務

、
事

項
、

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
該

当
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

作
業

完
了

後
は

、
精

度
管

理
表

を
提

出
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

監
督

員
が

必
要

な
い

と
判

断
し

た
も

の
に

つ
い

て
は

除
外

す
る

。

成
果

物
の

中
で

他
の

文
献

、
資

料
等

を
引

用
し

た
場

合
出

典
名

を
報

告
書

に
明

記
す

る
こ

と
。

関
係

機
関

と
の

協
議

の
必

要
あ

り
（

別
途

資
料

作
成

必
要

あ
り

）

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

三
重

県
公

共
測

量
作

業
規

程
（

作
業

規
定

の
準

則
（

平
成

2
0
年

国
土

交
通

省
告

示
第

4
1
3
号

、
平

成
2
3
年

国
土

交
通

省
告

示
第

3
3
4
号

、
平

成
2
5
年

国
土

交
通

省
告

示
第

2
8
6
号

及
び

平
成

2
8
年

国
土

交
通

省
告

示
第

5
6
5
号

に
よ

り
一

部
改

正
）

準
用

）
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特
記
仕
様
書
（
地
質
・
土
質
調
査
条
件
一
覧
表
）

Ｎ
Ｏ
．
1

ア
適
用
図
書

設
計
業
務
等
委
託
契
約
書

地
質
・
土
質
調
査
業
務
共
通
仕
様
書
（
三
重
県
）
　
【
平
成
２
７
年
１
１
月
制
定
】

部
分
改
正
を
行
っ
た
内
容
も
含
む
（
最
新
改
正
平
成
２
９
年
１
１
月
）

そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

イ
業
務
計
画
等

契
約
締
結
後
１
４
日
以
内
に
業
務
計
画
書
（
工
程
表
）
を
監
督
員
に
提
出
す
る
。

業
務
日
報
は
、
監
督
員
が
提
出
を
要
求
し
た
と
き
す
み
や
か
に
提
出
す
る
。

そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

ウ
成
果
の
提
出

本
業
務
に
お
け
る
成
果
物
の
提
出
部
数
は
、
（
　
　
３
部
　
　
　
（
 
２
 
）
部
）
と
す
る
。

指
示
す
る
期
日
ま
で
に
提
出
す
る
成
果
物
あ
り
。
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

そ
の
他
（
上
記
提
出
部
数
と
は
別
に
電
子
デ
ー
タ
を
C
D
-
R
等
で
１
部
提
出
す
る
こ
と
。
）

エ
工
程
関
係

別
途
業
務
と
の
工
程
調
整
の
必
要
あ
り
（
別
途
業
務
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

関
係
機
関
と
の
協
議
の
必
要
あ
り
（
別
途
資
料
作
成
必
要
あ
り
）

そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

オ
資
料
の
貸
与

発
注
者
の
貸
与
す
る
資
料
は
、
次
の
資
料
と
す
る
。

カ
業
務
条
件

業
務
条
件
は
下
記
の
と
お
り
と
す
る
。

明
示
項
目

明
示
事
項
（
条
件
及
び
内
容
）

業
務
完
了
の
１
０
日
前
ま
で
に
数
量
報
告
書
（
工
種
、
設
計
数
量
、
実
施
数
量
等
を
記
載
）

を
監
督
員
に
提
出
す
る
。

検
査
用
と
し
て
成
果
物
の
印
刷
物
（
A
4
版
簡
易
フ
ァ
イ
ル
、
年
度
・
委
託
名
・
完
成
年
月
・

受
発
注
者
名
を
明
示
、
図
面
は
原
寸
サ
イ
ズ
）
を
１
部
提
出
す
る
。

電
子
記
憶
媒
体
で
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
仕
様
等
に
つ
い
て
は
三
重
県
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ

電
子
納
品
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
【
平
成
２
９
年
４
月
改
訂
】
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
注
）

１
　
上
記
委
託
業
務
、
事
項
、
条
件
及
び
内
容
の
レ
印
該
当
欄
は
、
作
業
に
当
た
っ
て
制
約
を
受
け
る
事
と
な
る
の
で

 
 
明
示
す
る
。

２
　
明
示
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
及
び
明
示
さ
れ
て
い
な
い
制
約
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
発
注
者
と
別
途
協
議

 
 
し
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
　
別
途
協
議
と
は
、
設
計
・
現
場
説
明
又
は
作
業
打
合
せ
等
に
よ
り
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

津
　
市

平
成
3
0
年
1
1
月

75



特
記
仕
様
書
（
地
質
・
土
質
調
査
条
件
一
覧
表
）

Ｎ
Ｏ
．
2

明
示
項
目

明
示
事
項
（
条
件
及
び
内
容
）

キ
そ
の
他

そ
の
他

（
調
査
位
置
は
、
相
互
協
議
に
よ
り
決
定
す
る
も
の
と
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
調
査
深
度

及
び
地
質
の
結
果
に
よ
り
数
量
を
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。
）

成
果
物
の
中
で
他
の
文
献
、
資
料
等
を
引
用
し
た
場
合
出
典
名
を
報
告
書
に
明
記
す
る
こ

と
。

（
注
）

１
　
上
記
委
託
業
務
、
事
項
、
条
件
及
び
内
容
の
レ
印
該
当
欄
は
、
作
業
に
当
た
っ
て
制
約
を
受
け
る
事
と
な
る
の
で

 
 
明
示
す
る
。

２
　
明
示
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
及
び
明
示
さ
れ
て
い
な
い
制
約
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
発
注
者
と
別
途
協
議

 
 
し
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
　
別
途
協
議
と
は
、
設
計
・
現
場
説
明
又
は
作
業
打
合
せ
等
に
よ
り
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

津
　
市

平
成
3
0
年
1
1
月

76



特
記

仕
様

書
（

設
計

業
務

条
件

一
覧

表
）

Ｎ
Ｏ
．
1

ア
適
用
図
書

部
分
改
正
を
行
っ
た
内
容
も
含
む
（
最
新
改
正
平
成
３
０
年
１
１
月
）

部
分
改
正
を
行
っ
た
内
容
も
含
む
（
最
新
改
正
平
成
３
０
年
１
１
月
）

イ
業
務
計
画
等

ウ
成
果
の
提
出

エ
工
程
関
係

関
係
機
関
と
の
協
議
の
必
要
あ
り
（
別
途
資
料
作
成
必
要
あ
り
）

オ

技
術
士

管
理
技
術
者

の
要
件

管
理
技
術
者
は
、
（
　
　
下
記
の
者
　
　
下
記
の
い
ず
れ
か
の
者
）
と
す
る
。

別
途
業
務
と
の
工
程
調
整
の
必
要
あ
り
（
別
途
業
務
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

そ
の
他
（
提
出
物
は
、
最
大
Ａ
２
サ
イ
ズ
と
す
る
。

　
　
 
　
 
縮
小
図
面
（
製
本
）
を
２
部
提
出
す
る
。

　
　
　
 
上
記
提
出
部
数
と
は
別
に
電
子
デ
ー
タ
を
C
D
-
R
等
で
１
部
提
出
す
る
こ
と
。
)

指
示
す
る
期
日
ま
で
に
提
出
す
る
成
果
物
あ
り
。
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

業
務
完
了
の
１
０
日
前
ま
で
に
数
量
報
告
書
（
工
種
、
設
計
数
量
、
実
施
数
量
等
を
記

載
）
を
監
督
員
に
提
出
す
る
。

業
務
日
報
は
、
監
督
員
が
提
出
を
要
求
し
た
と
き
す
み
や
か
に
提
出
す
る
。

電
子
記
憶
媒
体
で
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
仕
様
等
に
つ
い
て
は
三
重
県
Ｃ
Ａ

Ｌ
Ｓ
電
子
納
品
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
【
平
成
２
９
年
４
月
改
訂
】
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

本
業
務
に
お
け
る
成
果
物
の
提
出
部
数
は
、
（
　
 
３
部
　
　
（
 
２
 
）
部
）
と
す
る
。

そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

（
　
 
上
下
水
道
部
門
下
水
道
科
目
　
　
 
 
部
門
、
　
　
部
門
・
科
目
を
問
わ
な
い
）

上
記
の
技
術
士
と
同
等
の
能
力
と
経
験
を
有
す
る
技
術
者
（
技
術
管
理
者
）

Ｒ
Ｃ
Ｃ
Ｍ
の
資
格
保
持
者
（
　
 
下
水
道
部
門
、
　
　
　
部
門
を
問
わ
な
い
　
）

そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

配
置
予
定
技
術
者
届
出
書
に
記
載
し
た
技
術
者
を
契
約
時
に
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

受
注
者
の
責
任
に
お
い
て
定
め
た
、
業
務
の
履
行
に
必
要
な
知
識
と
経
験
を
有
す
る
者

明
示
項
目

明
示
事
項
（
条
件
及
び
内
容
）

設
計
業
務
等
委
託
契
約
書

設
計
業
務
等
共
通
仕
様
書
（
三
重
県
）
　
【
平
成
２
７
年
１
１
月
制
定
】

三
重
県
公
共
工
事
共
通
仕
様
書
（
三
重
県
）
　
【
平
成
２
８
年
　
７
月
制
定
】

契
約
締
結
後
１
４
日
以
内
に
業
務
計
画
書
（
工
程
表
）
を
監
督
員
に
提
出
す
る
。

自
然
に
配
慮
し
た
川
づ
く
り
の
手
引
き
（
案
）
（
三
重
県
県
土
整
備
部
河
川
課
）

【
　
　
　
年
　
　
　
月
制
定
】

そ
の
他
（
上
記
の
適
用
図
書
に
つ
い
て
、
改
訂
の
あ
っ
た
項
目
に
つ
い
て
は
改
訂
後

を
適
用
す
る
。
）

砂
防
技
術
指
針
（
案
）
（
三
重
県
県
土
整
備
部
）
　
【
　
　
年
　
　
月
制
定
】

三
重
県
景
観
計
画
【
平
成
２
０
年
４
月
１
日
発
行
】

検
査
用
と
し
て
成
果
物
の
印
刷
物
（
A
4
版
簡
易
フ
ァ
イ
ル
、
年
度
・
委
託
名
・
完
成
年

月
・
受
発
注
者
名
を
明
示
、
図
面
は
原
寸
サ
イ
ズ
）
を
１
部
提
出
す
る
。

（
注
）

１
．
上
記
受
託
業
務
事
項
・
条
件
及
び
内
容
の
レ
印
該
当
欄
は
、
作
業
に
当
た
っ
て
制
約
を
受
け
る
事
と
な
る
の
で
明

　
　
示
す
る
。

２
．
明
示
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
及
び
明
示
さ
れ
て
い
な
い
制
約
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
発
注
者
と
別
途
協
議

　
　
し
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
．
別
途
協
議
と
は
、
設
計
・
現
場
説
明
又
は
作
業
打
合
せ
等
に
よ
り
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

津
　
市

平
成
3
0
年
1
1
月
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特
記

仕
様

書
（

設
計

業
務

条
件

一
覧

表
）

Ｎ
Ｏ
．
2

明
示
項
目

明
示
事
項
（
条
件
及
び
内
容
）

カ
照
査
技
術
者

　
（
 
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

技
術
士

そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
 
 
 
 
 
）

照
査
の
実
施

キ
打
合
せ
等

中
間
打
合
せ
回
数
は
　
６
回
と
す
る
。

中
間
打
合
せ
に
つ
い
て
は
、
管
理
技
術
者
が
出
席
す
る
も
の
と
す
る
。

照
査
技
術
者
に
つ
い
て
は
（
　
　
設
計
業
務
着
手
時
　
　
　
中
間
打
合
せ
　
　
回

ク
資
料
の
貸
与

照
査
技
術
者

の
要
件

照
査
技
術
者
は
、
（
　
　
下
記
の
者
　
　
下
記
の
い
ず
れ
か
の
者
）
と
す
る
。

（
　
 
上
下
水
道
部
門
下
水
道
科
目
　
　
 
 
部
門
、
　
　
部
門
・
科
目
を
問
わ
な
い
）

上
記
の
技
術
士
と
同
等
の
能
力
と
経
験
を
有
す
る
技
術
者
（
技
術
管
理
者
）

受
注
者
の
責
任
に
お
い
て
定
め
た
、
業
務
の
履
行
に
必
要
な
知
識
と
経
験
を
有
す
る
者

Ｒ
Ｃ
Ｃ
Ｍ
の
資
格
保
持
者
（
　
 
下
水
道
部
門
、
　
　
　
部
門
を
問
わ
な
い
　
）

設
計
業
務
等
着
手
時
及
び
成
果
物
納
入
時
（
成
果
物
案
の
打
合
せ
時
を
含
む
）
及
び
設

計
図
書
で
定
め
る
業
務
の
区
切
り
に
お
け
る
打
合
せ
に
は
、
管
理
技
術
者
が
出
席
す
る

も
の
と
す
る
。

　
　
　
そ
の
他
（
下
水
道
管
き
ょ
設
計
・
積
算
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
詳
細
設
計
照
査
要
領
（
（
社
）
中
部
建
設
協
会
発
行
）

　
　
　
設
計
業
務
照
査
の
手
引
書
（
三
重
県
農
林
水
産
商
工
部
農
業
基
盤
整
備
課
）

　
　
成
果
物
納
入
時
（
成
果
物
案
の
打
合
せ
時
を
含
む
）
）
の
打
合
せ
に
出
席
す
る
も

の
と
す
る
。

発
注
者
の
貸
与
す
る
資
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
平

成
3
0
年

度
下

建
公

補
第

1
-
1
1
号

津
北

部
第

1
7
-
2
処

理
分

区
公

共
下

水
道

実
施

設
計

等
（

基
本

）
業

務
委

託
）

照
査
は
下
記
も
含
め
て
実
施
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
資
料
は
照
査
報
告
書
に

含
め
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

概
略
・
予
備
・
詳
細
設
計
等
又
は
、
基
本
・
細
部
・
実
施
設
計
等
に
つ
い
て
は
、
照
査

技
術
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
業
務
に
は
、
照
査
技
術
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
注
）

１
．
上
記
受
託
業
務
事
項
・
条
件
及
び
内
容
の
レ
印
該
当
欄
は
、
作
業
に
当
た
っ
て
制
約
を
受
け
る
事
と
な
る
の
で
明

　
　
示
す
る
。

２
．
明
示
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
及
び
明
示
さ
れ
て
い
な
い
制
約
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
発
注
者
と
別
途
協
議

　
　
し
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
．
別
途
協
議
と
は
、
設
計
・
現
場
説
明
又
は
作
業
打
合
せ
等
に
よ
り
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

津
　
市

平
成
3
0
年
1
1
月
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特
記

仕
様

書
（

設
計

業
務

条
件

一
覧

表
）

Ｎ
Ｏ
．
3

明
示
項
目

明
示
事
項
（
条
件
及
び
内
容
）

ケ
業
務
条
件

コ
そ
の
他

河
川
協
議
に
係
る
中
間
打
合
せ
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
い
ず
れ
か
の
者
が
出
席
す
る

も
の
と
す
る
。

・
技
術
士
（
河
川
、
砂
防
及
び
海
岸
・
海
洋
科
目
）

・
上
記
の
技
術
士
と
同
等
の
能
力
と
経
験
を
有
す
る
技
術
者
（
技
術
管
理
者
）

・
R
C
C
M
の
資
格
保
持
者
（
河
川
・
ダ
ム
分
野
）

検
査
課
に
よ
る
設
計
協
議
の
立
会
を
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
現
地
確
認
が
必
要
な
場
合

は
、
実
地
確
認
を
行
う
。

成
果
品
の
中
で
他
の
文
献
、
資
料
等
を
引
用
し
た
場
合
出
典
名
を
報
告
書
に
明
記
す
る

こ
と
。

業
務
条
件
は
下
記
の
と
お
り
と
す
る
。

（
注
）

１
．
上
記
受
託
業
務
事
項
・
条
件
及
び
内
容
の
レ
印
該
当
欄
は
、
作
業
に
当
た
っ
て
制
約
を
受
け
る
事
と
な
る
の
で
明

　
　
示
す
る
。

２
．
明
示
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
及
び
明
示
さ
れ
て
い
な
い
制
約
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
発
注
者
と
別
途
協
議

　
　
し
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
．
別
途
協
議
と
は
、
設
計
・
現
場
説
明
又
は
作
業
打
合
せ
等
に
よ
り
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

津
　
市

平
成
3
0
年
1
1
月
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１
．
特

記
仕

様
書

の
適

用
範

囲

　
こ
の
仕

様
書

は
「
下

水
道

管
渠

実
施

設
計

業
務

一
般

仕
様

書
」
の
第

１
章

１
．
１
及

び
１
．
２

に
定

め
る
特

記
仕

様
書

と
し
、
こ
の
仕

様
書

に
記

載
さ
れ
て
い
な
い
事

項
は
、
前

記
一

般
仕

様

書
に
よ
る
。

（
１
）

業
務

委
託

共
通

仕
様

書
（
三

重
県

）

（
２
）

２
．
業

務
の
対

象

（
１
）

名
称

令
和

元
年

度
下

建
公

補
第

１
－

１
０
号

津
北

部
第

１
７
－

２
処

理
分

区
公

共
下

水
道

実
施

設
計

等
(詳

細
)

業
務

委
託

（
２
）

位
置

津
市

　
長

岡
町

ほ
か
３
町

　
地

内

（
３
）

委
託

の
対

象

管
渠

実
施

設
計

（
詳

細
設

計
）
開

削
工

法
Ｌ
＝

7
,9
3
5

ｍ

管
渠

実
施

設
計

（
詳

細
設

計
）
推

進
工

法
Ｌ
＝

4
3
2

ｍ

（
４
）

設
計

条
件

項
目

別
紙

設
計

条
件

項
目

表
に
よ
る

３
．
そ
の
他

監
督

員
の
指

示
す

る
事

項

下
水

道
管

渠
実

施
設

計
業

務
委

託
特

記
仕

様
書

下
水

管
渠

実
施

設
計

業
務

委
託

標
準

仕
様

書
（
国

土
交

通
省

都
市

・
地

域
整

備
局

下
水

道
部

）
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詳細設計（開削工法）　　　　　　　　 L= ｍ
詳細設計（推進工法）　　　　　　　　 L= ｍ

（ 有 無 ） ： 耐震設計 （ 有 無 ）

簡易な特殊マンホール （ 基）、 特殊マンホール （ 基）、 マンホールポンプ場（２次製品）
（ 5 箇所）、マンホールポンプ場（現場打ち） （ 箇所）、吐口　、　その他（ ）

有 無

6 回

（ 有 無 ）

a ) 管路の掘削工法
b ) ①急曲線 ②土被り1.5D以下 ③近接構造物（ 箇所）　④軌道横断（ 箇所）

⑤河川横断（ 箇所）　⑥高架道横断（ 箇所）

有 ）、 無

， 無

有 ）、 無

有 ）、 無

有 ）、 無

有 ）、 無そ の 他 補 正 （

工 区 数 補 正 （　　　　

設 計 条 件 補 正 （

地 盤 条 件 補 正 （

設 計 協 議 中間打合せ

（耐震計算（応答変位法）

　　　レベル１地震動

特 殊 構 造 物

報 告 書 作 成

耐 震 設 計

7,935

設　計　条　件　項　目　表

項 目 設 計 条 件

工 期 令和２年１月３１日 限り

場 所 津市　長岡町ほか３町　地内

432

レベル１及びレベル２地震動

管 径 ・ 工 法 及 び 延 長

施工方法等の比較検討

特殊構造物
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前
金

支
払

い
に
関

す
る
事

項

　
請

負
代

金
の
額

が
１
３
０
万

以
上

の
契

約
に
お

い
て
、
受

注
者

が
公

共
工

事
の
前

払
金

保

証
事

業
に
関

す
る
法

律
に
規

定
す

る
保

証
事

業
会

社
の
保

証
を
明

示
し
た
場

合
で
、
市

が

必
要

と
認

め
た
と
き
は
、
契

約
額

の
１
０
分

の
３
以

内
で
、
か
つ

当
該

支
出

予
算

の
範

囲
内

で

前
払

い
す

る
も
の
と
す

る
。
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暴
力

団
等

の
不

当
介

入
の

排
除

等
に

関
す

る
特

記
仕

様
書

 

 １
 

趣
旨

 

こ
の

特
記

仕
様

は
、

本
市

が
締

結
す

る
契

約
等

か
ら

の
暴

力
団

、
暴

力
団

関
係

者
、

 

暴
力

団
関

係
法

人
等

（
以

下
「

暴
力

団
等

」
と

い
う

。
）

の
不

当
介

入
を

排
除

し
、

契
約

等
の

適
正

な
履

行
を

確
保

す
る

こ
と

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 ２
 

用
語

 

 
 

こ
の

特
記

仕
様

に
お

け
る

用
語

は
、

津
市

の
締

結
す

る
契

約
等

か
ら

の
暴

力
団

等
排

除

措
置

要
綱

（
平

成
２

７
年

津
市

訓
第

７
６

号
）

に
お

い
て

使
用

す
る

用
語

の
例

に
よ

る
。

 

 ３
 

受
注

者
等

の
義

務
 

⑴
 

本
市

の
契

約
等

の
相

手
方

及
び

下
請

負
人

等
（

以
下

「
受

注
者

等
」

と
い

う
。

）
は

、

暴
力

団
等

と
認

め
ら

れ
る

下
請

負
人

等
を

使
用

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

⑵
 

受
注

者
等

は
、

暴
力

団
等

と
認

め
ら

れ
る

資
材

販
売

業
者

か
ら

資
材

等
を

購
入

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

 
⑶

 
受

注
者

等
は

、
暴

力
団

等
と

認
め

ら
れ

る
廃

棄
物

処
理

業
者

が
有

す
る

廃
棄

物
処

理

施
設

及
び

廃
棄

物
処

理
業

者
等

を
使

用
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

⑷
 

受
注

者
は

、
本

市
と

締
結

し
た

契
約

等
の

履
行

に
当

た
り

、
受

注
者

等
が

暴
力

団
等

に
よ

る
不

当
介

入
を

受
け

た
と

き
は

、
断

固
と

し
て

こ
れ

を
拒

否
し

、
直

ち
に

本
市

に

文
書

に
て

報
告

す
る

と
と

も
に

所
轄

の
警

察
署

に
通

報
し

捜
査

上
必

要
な

協
力

を
す

る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
捜

査
上

必
要

な
協

力
を

行
っ

た
と

き
、

受
注

者

は
速

や
か

に
本

市
に

文
書

に
て

そ
の

内
容

を
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

な
お

、
受

注
者

等
が

不
当

介
入

を
受

け
た

こ
と

を
理

由
に

契
約

期
間

の
延

長
等

の
措

置
が

必
要

と
な

っ
た

と
き

、
受

注
者

は
本

市
に

契
約

期
間

の
延

長
等

を
求

め
る

こ
と

が

で
き

る
。

 

 ４
 

入
札

参
加

資
格

者
等

及
び

受
注

者
等

に
対

す
る

措
置

 

入
札

参
加

資
格

者
等

又
は

そ
の

役
員

等
が

暴
力

団
等

と
認

め
ら

れ
る

と
き

、
暴

力
団

等
 

と
密

接
な

関
係

を
有

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

な
ど

は
、

当
該

入
札

参
加

資
格

者
等

に
対

し
、

津
市

建
設

工
事

等
指

名
停

止
基

準
（

平
成

２
１

年
４

月
８

日
施

行
）

に
基

づ
く

指
名

停
止

措
置

を
講

じ
る

も
の

と
す

る
。

 

ま
た

、
上

記
３

の
義

務
に

違
反

し
た

受
注

者
等

に
対

し
て

も
、

同
様

に
指

名
停

止
措

置

を
講

じ
る

も
の

と
す

る
。

 

 ５
 

契
約

等
の

解
除

 

 
 

上
記

の
暴

力
団

等
と

認
め

ら
れ

る
と

き
な

ど
に

よ
り

指
名

停
止

措
置

が
講

じ
ら

れ
た

入

札
参

加
資

格
者

等
と

の
契

約
等

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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配
慮

依
頼

事
項

 

 

受
注

者
に

お
い

て
は

、
こ

の
契

約
を

履
行

す
る

に
あ

た
っ

て
、

下
記

の
こ

と
に

つ
い

て
御

配
慮

い
た

だ
く

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

な
お

、
当

該
配

慮
依

頼
事

項
は

、
発

注
者

で
あ

る
津

市
が

受
注

者
の

自
由

な
協

力
を

お
願

い
す

る
も

の
で

あ
り

、
受

注
者

が
津

市
の

お
願

い
に

応
じ

な
か

っ
た

場
合

に
、

受

注
者

に
対

し
て

、
不

利
益

を
課

す
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

記
 

１
 

下
請

契
約

又
は

再
委

託
（

一
次

下
請

以
降

の
す

べ
て

の
下

請
負

人
又

は
再

委
託

者

を
含

む
。
）
が

認
め

ら
れ

た
契

約
に

あ
っ

て
は

、
下

請
契

約
又

は
再

委
託

等
に

お
い

て

市
内

本
店

事
業

者
を

活
用

す
る

こ
と

に
配

慮
し

て
く

だ
さ

い
。

 

２
 

資
材

、
原

材
料

等
の

調
達

が
必

要
と

な
る

場
合

は
、

市
内

本
店

事
業

者
か

ら
調

達
 

す
る

こ
と

及
び

地
元

製
品

、
地

元
生

産
品

を
使

用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
も

配
慮

し
て

 

く
だ

さ
い

。
 

３
 

建
設

機
械

、
機

器
等

の
借

入
れ

が
必

要
と

な
る

場
合

は
、

市
内

本
店

事
業

者
か

ら
 

 
借

入
れ

す
る

こ
と

に
配

慮
し

て
く

だ
さ

い
。

 

４
 

業
務

従
事

者
等

の
使

用
人

等
が

必
要

と
な

る
場

合
は

、
使

用
人

等
に

市
民

を
活

用
 

す
る

こ
と

に
配

慮
し

て
く

だ
さ

い
。
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津
市

公
契

約
条

例
に

関
す

る
特

記
仕

様
書

 

 １
 

趣
旨

 

こ
の

特
記

仕
様

は
、

本
市

が
締

結
す

る
公

契
約

に
お

い
て

、
労

働
者

の
労

働
環

境
の

確

保
、

優
良

な
事

業
者

の
育

成
及

び
地

域
経

済
の

健
全

な
発

展
を

図
る

こ
と

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 ２
 

用
語

 

こ
の

特
記

仕
様

に
お

け
る

用
語

は
、

津
市

公
契

約
条

例
（

津
市

条
例

第
２

２
号

）
（

以

下
「

条
例

」
と

い
う

。
）

に
お

い
て

使
用

す
る

用
語

の
例

に
よ

る
。

 

 ３
 

受
注

者
等

の
責

務
 

⑴
 

関
係

法
令

及
び

条
例

の
規

定
を

遵
守

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

⑵
 

受
注

者
等

は
、

労
働

者
の

適
正

な
労

働
環

境
の

確
保

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

⑶
 

受
注

者
等

は
、

労
働

者
と

対
等

な
労

使
関

係
を

構
築

す
る

と
と

も
に

、
下

請
契

約
等

を
締

結
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
下

請
契

約
等

の
相

手
方

と
対

等
な

立
場

に
お

け
る

合

意
に

基
づ

い
た

適
正

な
契

約
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

⑷
 

受
注

者
等

は
、

下
請

契
約

等
の

相
手

方
を

選
定

す
る

と
き

、
又

は
資

材
等

を
調

達
す

る
と

き
は

、
地

域
経

済
の

発
展

に
配

慮
し

、
本

市
の

区
域

内
に

主
た

る
事

務
所

を
有

す

る
事

業
者

又
は

本
市

の
区

域
内

で
生

産
さ

れ
た

資
材

等
を

活
用

す
る

よ
う

努
め

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

 

⑸
 

受
注

者
等

は
、

公
契

約
に

携
わ

る
者

と
し

て
、

社
会

的
な

責
任

を
自

覚
し

、
公

契
約

を
適

正
に

履
行

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

⑹
 

受
注

者
等

は
、

条
例

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
市

長
又

は
上

下
水

道
事

業
管

理
者

（
以

下
「

市
長

等
」

と
い

う
。

）
が

行
う

報
告

の
求

め
及

び
立

入
検

査
そ

の
他

本

市
が

実
施

す
る

公
契

約
に

関
す

る
施

策
に

協
力

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 ４
 

公
契

約
の

解
除

等
 

市
長

等
は

、
受

注
者

等
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

当
該

公
契

約

の
解

除
、

受
注

者
等

の
指

名
停

止
等

必
要

な
措

置
を

採
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

⑴
 

条
例

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
怠

り
、

若
し

く
は

虚
偽

の
報

告
を

し
、

又
は

同
項

の
規

定
に

よ
る

立
入

検
査

を
拒

み
、

妨
げ

、
若

し
く

は
忌

避
し

、
若

し
く

は

質
問

に
対

し
て

応
答

せ
ず

、
若

し
く

は
虚

偽
の

回
答

を
し

た
と

き
。

 

⑵
 

条
例

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
従

わ
な

い
と

き
。

 

⑶
 

条
例

第
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
怠

り
、

又
は

虚
偽

の
報

告
を

し
た

と
き

。
 

⑷
 

⑴
か

ら
⑶

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

条
例

の
規

定
に

違
反

し
た

と
き

。
 

⑸
 

特
定

公
契

約
に

あ
っ

て
は

、
別

紙
誓

約
事

項
に

違
反

し
た

と
き

。
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労
働

環
境

の
確

保
に

係
る

誓
約

事
項

 

  
津

市
公

契
約

条
例

（
以

下
「

条
例

」
と

い
う

。
）

第
６

条
の

規
定

に
よ

り
、

下
記

事
項

に

つ
い

て
了

承
し

、
遵

守
す

る
こ

と
を

誓
約

し
ま

す
。

 

 
ま

た
、

誓
約

内
容

に
違

反
が

あ
っ

た
場

合
等

に
お

け
る

関
係

機
関

へ
の

通
報

、
指

名
停

止
、

契
約

解
除

及
び

違
約

金
徴

収
に

つ
い

て
異

議
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 

記
 

１
 

津
市

公
契

約
条

例
施

行
規

則
第

８
条

に
掲

げ
る

関
係

法
令

（
次

項
に

お
い

て
単

に
「

関

係
法

令
」

と
い

う
。

）
を

遵
守

す
る

こ
と

。
 

２
 

関
係

法
令

に
違

反
し

、
関

係
機

関
か

ら
是

正
勧

告
等

が
あ

っ
た

場
合

は
、

津
市

長
又

は

津
市

上
下

水
道

事
業

管
理

者
（

以
下

「
市

長
等

」
と

い
う

。
）

へ
報

告
す

る
こ

と
。

 

３
 

条
例

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

の
求

め
及

び
立

入
検

査
に

対
し

、
誠

実
に

対

応
す

る
こ

と
。

 

４
 

労
働

者
が

条
例

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
出

（
以

下
「

違
反

申
出

」
と

い

う
。

）
を

し
た

こ
と

を
理

由
に

、
当

該
労

働
者

に
対

し
、

解
雇

そ
の

他
の

不
利

益
な

取
扱

い
を

し
な

い
こ

と
。

 

５
 

労
働

者
に

対
し

、
条

例
の

内
容

に
つ

い
て

周
知

を
行

う
こ

と
。

 

６
 

労
働

者
の

賃
金

水
準

の
引

上
げ

に
関

す
る

措
置

が
講

じ
ら

れ
る

場
合

は
、

下
請

契
約

等

の
請

負
契

約
金

額
の

見
直

し
、

労
働

者
の

賃
金

の
引

上
げ

等
に

つ
い

て
適

切
に

対
応

す
る

こ
と

。
 

７
 

市
長

等
が

行
う

施
策

に
協

力
す

る
こ

と
。
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